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　結婚して町内に定住される夫婦の新生活を応援するため、結婚新生活に係る経費の一部を補助します。
　令和5年１月１日以降に結婚された人は対象となる可能性があります。なお、申請する世帯の申請内容によっ
ては、交付条件に当てはまらず補助金の交付対象世帯とならない場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
■補助対象世帯
・申請する年の 1 月 1 日以降に婚姻届を提出し、

町に住民票がある世帯
・夫婦の年齢が婚姻日において、ともに 39 歳以下
・夫婦の合計所得金額が 500 万円以下
■補助対象経費
◇住宅取得費用
　住宅を建築し、または購入の際に要した費用
◇住宅賃借費用
　家賃（共益費含む）、入居費用（敷金、礼金、仲

介手数料）
◇引越し費用
　引越し業者または運送業者への支払いの実費
■補助金交付額　1 世帯あたり、上限 30 万円
※夫婦がともに 29歳以下の場合、上限 60万円
■申請期間
　申請する年の 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日

■申請方法
　　申請様式に必要書類を添付し、企画財政課（2

階⑩窓口）に提出する。
◇必要書類
　　補助対象経費を支払った証明書類の写し（領収書

の写しや通帳などの写し、住宅賃貸または住宅売
買契約書の写し）

※補助対象世帯の要件や必要提出書類などの詳細
は、町ホームページで確認、もしくはお問合せく
ださい。

■対象期間について
　本年度は『１月１日以降に婚姻届を提出した世
帯』を補助対象としていますが、令和 6 年度は『3
月 1 日以降に婚姻届を提出した世帯』に補助対
象要件を変更する予定です。令和 6 年 2 月末ま
でに婚姻届を提出された場合は、本年度で申請し
てください。

■申請・問合せ先
　企画財政課 企画係（2 階⑩窓口）　☎ 52-5803

　町では、本庁舎に、スマートフォンを持っているが使い方が分からない人などを対象に、オンラインで
個別に相談できる窓口（専用端末）を設置しています。
　カメラを通して使い方を教えてもらったり、専用ケーブルをお持ちのスマートフォンに接続することで
スマートフォンの画面をオペレーターと共有しながら、操作について相談することができます。
　1回 30分（先着順）で、無料で相談することができますので、お気軽にご利用ください。

＝　『結婚新生活応援補助金交付事業』の申請を受付けています　＝

スマートフォンのオンライン相談窓口を設置しています

◇受付場所
企画財政課（2 階⑩窓口）

◇利用時間
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（平日のみ）

◇窓口開設期間
令和 6 年 3 月 29 日（金）まで

◇利用方法
　企画財政課窓口で受付をした後に、オンライ
ン相談窓口にご案内します。

※混み合っている場合は、順番となります。
※一部のアプリや内容によっては、相談を受けら

れない場合がありますので、ご了承ください。

問企画財政課 企画係　☎ 52-5803
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